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① 水道事業のあゆみ など
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水道の役割
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水道法第１条
この法律は、水道の布設及び管理を適
正かつ合理的ならしめるとともに、水道の
基盤を強化することによつて、清浄にして
豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆
衛生の向上と生活環境の改善とに寄与
することを目的とする。



水道事業のあゆみ
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1956年（Ｓ31年）挙母市 給水開始
→その後上郷町、高岡町、猿投町、松平町の合伴に
伴い各地区の簡易水道事業を経営統合

1959年（Ｓ34年）「豊田市」へ市名変更

（Ｓ47年）愛知県営水道からの受水開始
安定した水道水の供給が可能に

2005年（Ｈ17年）市町村合併に伴い、藤岡町の上水道事業を経営統合

2010年（Ｈ22年）事業認可変更により、４簡易水道事業が水道事業へ
経営統合（足助中央、足助西部、下山西部、下山南部）

2017年（Ｈ29年）事業認可変更により、５簡易水道事業が水道事業へ
経営統合（小原、旭、稲武、足助東北部、下山）

※簡易水道事業・・・計画給水人口が、5,000人以下である水道事業※簡易水道事業・・・計画給水人口が、5,000人以下である水道事業
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豊田市給水区域図
1956年（Ｓ31年） 挙母市 給水開始
→その後上郷町、高岡町、猿投町、松平町の合伴に
伴い各地区の簡易水道事業を経営統合

20102010年（Ｈ22年）事業認可変更
４簡易水道事業が水道事業へ
足助中央、足助西部、下山西部、
下山南部を経営統合

20172017年（Ｈ29年）事業認可変更
５簡易水道事業が水道事業へ
小原、旭、稲武、足助東北部、
下山を経営統合

令和２年度決算データ

給水人口 421,083人
給水戸数 175,400戸
総配水量 50,839,053㎥
有収水量 45,520,355㎥
浄水場 34か所
配水池 307池
管路延⾧ 3,667㎞



② 企業会計のしくみ
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ア 公営企業会計と官公庁会計の相違
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【 官公庁会計 】 【 公営企業会計 】
現金主義 発生主義
予算主義 予算・決算主義（双方重視）
単式簿記 複式簿記

例）１００万円で商品を買った場合・・・

現金
▲１００万円

商品
１００万円

現金
▲１００万円

現金が１００万円減少する 資産（現金）が１００万円減少し
資産（商品）が１００万円増加する

（増加） （減少）



イ 収支の構造
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（単位：億円） （単位：億円）

51

（令和２年度決算額）

収入　106 支出　101 収入　20 支出　66

水道料金
（給水収益）

84
※減免前想定

維持管理費等45

企業債　3

元金償還金
15

国県補助金　1

工事分担金　11

建設改良費
51

減価償却費等

48

他会計負担金　2
その他　2

資金不足額
▲47

他会計補助金 ６
他会計負担金 0.5

その他15

特別利益　0.5 利益　5

資
本
費

支払利息
3

内部留保

資金 補てん

内部留保資金（１１７億円）

収益的収支 資本的収支



（参考） 減価償却費と長期前受金戻入
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第１年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度

第１年度 第２年度 第３年度 第４年度 第５年度

有形固定資産１００（耐用年数５年）

固定資産

１００

補助金

５０

固定資産の財源：補助金５０

２０ ２０ ２０ ２０ ２０

耐用年数に応じて

減価償却費として費用化

１０ １０ １０ １０ １０

耐用年数に応じて

長期前受金戻入として収益化

対応
長期前受金戻入

減価償却



（参考） 貸借対照表とは
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貸借対照表とは貸借対照表とは

一定時点における資産、負債、資本を表示することによ
り、企業の財政状態を明らかにする計算書。資産がどの
ような源泉から調達されているかとともに、投入された
資本が企業内部でどのように運用されているか把握する
ことができる。

資産
負債

資本

資産 ＝ 負債 ＋ 資本資産 ＝ 負債 ＋ 資本



（参考） 損益計算書とは
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損益計算書とは損益計算書とは

一営業期間における経営成績を示す計算書。期間内にお
ける収益と、それに対応する費用を記載し、それらの差
引きによって表示される純利益（純損失）とその発生の
由来を表示する。

収益 － 費用 ＝ 当期純損益収益 － 費用 ＝ 当期純損益

費用

当期純利益
収益



（２）水道事業の現状分析

12

①財務分析報告

②水道料金調査

③水量データ分析

・・・・・・ P１３

・・・・・・ P３２

・・・・・・ P３７

※令和２年度数値を使用しています



① 財務分析報告
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下記6つの視点を用いて、豊田市水道事業と運営環境が類似する団体を比較分析しました

6つの視点を用いた類似団体比較分析

施設の更新は適正なスピードで
行われているか

管路更新率

② 更新

① 施設効率

施設の稼働が料金収入につながっているか

④ 収益性

公営企業として健全な経営を行えるだけの収益
性が確保されているか

料金回収率
(参考) 供給単価・給水原価

⑤ 資金

適正な額の資金が内部に留保され
ているか

独立採算・受益者負担の原則を鑑
み適正な水準の繰入金を受け入れ
ているか

事業収益対資金比率

③ 老朽化

施設の老朽化は適正な程度に
抑えられているか

有形固定資産減価償却率
管路経年化率

⑥ 企業債

将来世代に過大な負担を残していないか
企業債残高対給水収益比率
1人あたり企業債（地方債）残高

有収率
施設稼働率

投資 財政

14※水量密度 ： 面積あたりの有収水量



類似
団体

■類似団体(運営状況を比較)
・ 豊橋市、前橋市、倉敷市、いわき市、高崎市、富山市、姫路市、岡崎市

【選定基準】

① 総務省が示している類似区分【A1(給水人口30 万人以上)】であること

② 水量密度が比較的低いこと

③ 保有するインフラ施設数が比較的近しいこと

【参考団体】

・ 鳥取市、松阪市、一関市、関市
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本市の類似団体・近隣市町村は、下記の通り考えています。

※総務省 令和2年度「地方公営企業決算状況調査」より

運営環境が類似する団体：豊橋市、前橋市、倉敷市、いわき市、高崎市、富山市、姫路市、岡崎市
「東海3県」「水源は主に受水」「水量密度」「浄水場10個以上」「配水池100個以上」の観点で抽出

類似団体

参考団体

①水量密度 ②インフラ数、規模 参考：利用用途

水量

密度

(千㎥/ha)

有収

水量
(千㎥)

面積
(ha)

浄水場
(箇所)

配水池
(池)

導水管
(km)

送水管
(km)

配水管
(km)

有収

水量
(㎥/日)

家庭
(㎥/日)

工場
(㎥/日)

その他
(㎥/日)

家庭
(割合)

工場
(割合)

その他
(割合)

- 豊田市 A1 0.802 45,520 56,763 34 307 47 336 3,284 124,713 103,013 6,861 14,839 82.6% 5.5% 11.9%

1 豊橋市 A1 1.739 38,412 22,094 2 10 18 14 2,214 105,237 94,356 10,798 83 89.7% 10.3% 0.1%
2 前橋市 A1 1.692 39,724 23,473 34 92 47 25 2,517 108,832 93,151 15,681 0 85.6% 14.4% 0.0%
3 倉敷市 A1 1.565 55,654 35,563 4 90 13 27 3,274 152,476 111,483 33,417 7,576 73.1% 21.9% 5.0%
4 岡崎市 A1 2.781 41,143 14,796 13 124 18 94 2,231 112,720 88,992 23,728 0 78.9% 21.1% 0.0%
5 いわき市 A1 0.792 36,915 46,603 13 152 12 23 2,241 101,136 77,824 7,024 16,288 76.9% 6.9% 16.1%
6 高崎市 A1 1.771 44,064 24,882 49 122 94 79 2,441 120,723 91,865 25,209 3,649 76.1% 20.9% 3.0%
7 富山市 A1 1.187 45,232 38,097 16 135 31 82 3,076 123,923 98,625 1,949 23,349 79.6% 1.6% 18.8%
8 姫路市 A1 1.517 55,364 36,485 23 78 12 77 2,891 151,682 125,699 6,092 19,891 82.9% 4.0% 13.1%

①水量密度 ②インフラ数、規模 参考：利用用途

水量

密度

(千㎥/ha)

有収

水量
(千㎥)

面積
(ha)

浄水場
(箇所)

配水池
(池)

導水管
(km)

送水管
(km)

配水管
(km)

有収

水量
(㎥/日)

家庭
(㎥/日)

工場
(㎥/日)

その他
(㎥/日)

家庭
(割合)

工場
(割合)

その他
(割合)

1 鳥取市 A2 0.109 2,055 18,812 82 140 32 167 1,565 56,311 45,477 0 10,834 80.8% 0.0% 19.2%
2 松阪市 A2 0.071 1,921 27,092 23 56 15 36 1,385 52,639 42,890 9,749 0 81.5% 18.5% 0.0%
3 一関市 A3 0.014 998 71,021 34 95 42 149 1,946 27,339 17,989 1,596 7,754 65.8% 5.8% 28.4%
4 関市 A4 0.068 1,073 15,855 9 63 22 87 946 29,394 23,186 0 6,208 78.9% 0.0% 21.1%

基
礎
項
目
一
覧

No. 都市名

参考 都市名

総務省

類似

区分

総務省

類似

区分



分析の6視点(9項目)をもとに、比較対象団体における偏差値を算定しました

豊田市水道事業の現状

16
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①-1 有収率

①-2 施設稼働率

② 管路更新率

③-1 有形固定資産減価償

却率

③-2 管路経年化率④ 料金回収率

⑤-1 事業収益対資金比率

⑥-1 企業債残高対給水収

益比率

⑥-2 １人あたり企業債残高

豊田市

比較団体平均

⑥‐2
１人当たりの 企業債残高

⑥‐1
企業債残高
対給水収益比率

⑤-1 事業収益対資金比率

④ 料金回収率 ③-2 管路経年化率

③‐1
有形固定資産
減価償却率

② 管路更新率

①-2 施設稼働率

①-1 有収率

※令和元年度の料金回収率偏差値・・・42.0
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施設の状態を測る有収率は、令和2年度は89.5%（偏差値48.7）でした

（参考） ①-1. 有収率

有収率（%）=年間総有収水量÷年間総配水量×100
【指標の意味】施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
100%に近い
ほど望ましい

89.5%で比較

団体平均より
低い

目標値
更新計画に
依存

参考団体：鳥取市、松坂市、一関市、関市
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施設の状態を測る施設利用率は、令和2年度は71.2%（偏差値51.5）でした

（参考） ①-2. 施設利用率

施設利用率（%）= １日平均配水量÷配水能力×100
【指標の意味】一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判

断する指標である
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分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
100%に近い
ほど望ましい

71.2%で比較

団体平均より
高い

目標値 -
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更新の状況を測る管路更新率は、令和2年度は0.99%（偏差値54.6）でした

（参考） ② 管路更新率

管路更新率（%）=当該年度に更新した管路延長÷管路延長×100
【指標の意味】当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる

19管路延⾧ 豊田市 豊橋市 前橋市 高崎市 いわき市 富山市 倉敷市 姫路市 岡崎市 比較団体平均 参考団体平均

（km） 3,667 2,247 2,588 2,614 2,275 3,189 3,314 2,980 2,342 2,802 1,598

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
一般的に高け
れば高いほど
よい

0.99%で比較

団体平均より
高い

目標値 -
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老朽化度合いを測る有形固定資産減価償却率は、令和2年度は46.4%（偏差値53.6）でした

有形固定資産減価償却率（%）=有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産
の帳簿原価×100

【指標の意味】有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資
産の老朽化度合を示している

（参考） ③-1. 有形固定資産
※

減価償却率

20
※有形固定資産 ： 長期（1年以上）に使用するために所有する資産のうち、物としての実体をもつもの。 例 ： 施設設備、管路、車両等

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
低いほど望ま
しい

46.4%で比較

団体平均より
低い

目標値 -
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老朽化度合いを測る管路経年化率は、令和2年度は13.2%（偏差値58.1）でした

（参考） ③-2. 管路経年化率

管路経年化率（%）=法定耐用年数を経過した管路延長÷管路総延長×100
【指標の意味】法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標で、管路の老朽化度合いを示している
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分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
低いほど望ま
しい

13.2%で比較

団体平均より
低い

目標値 -
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収益性を測る料金回収率は、令和2年度は88.2%（偏差値39.8）でした

（参考） ④ 料金回収率

料金回収率（%）=供給単価÷給水原価×100
【指標の意味】給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等

を評価することが可能である
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分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値 100%以上

88.2%で
100%を下
回っている

目標値

（例）適正値と
同様。ただし、
供給単価・給
水原価の推移
の定期的な把
握と要因分析
は必要（後述）。

※仮に減免を実施しなかった場合（100％徴収と仮定）の豊田市の料金回収率・・・96.01（％）程度と想定。いずれにしても100％を下回っている。（R１年度 95.8％）
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資金をどの程度確保できているかを測る事業収益対資金比率は、令和2年度は147.1%
（偏差値54.7）でした

（参考） ⑤ 事業収益対資金比率

事業収益対資金比率（%）=（投資＋現金預金＋短期有価証券）÷事業収益×100
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分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値
一般的に高け
れば高いほど
よい

147.1%で比

較対象団体よ
り高い

目標値
（例）

目標資金額に
連動

※仮に減免を実施しなかった場合（100％徴収と仮定）の豊田市の企業債残高対給水収益比率・・・140.2（％）程度と想定。（R１年度 131.8％）
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企業債負担の重さを測る企業債残高対給水収益比率は、令和2年度は153.0%
（偏差値54.9）でした

（参考） ⑥-1. 企業債残高対給水収益比率

企業債残高対給水収益比率（%）=企業債÷給水収益（=供給単価×年間総有収水量）×100
【指標の意味】給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標である

24

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値 -

153.0%で比

較対象団体よ
り低い

目標値

（例1）適切な

管路更新率等
を保つための
許容値を設定
する
（例2）返済の

関係から一定
の目標値を設
定する

※仮に減免を実施しなかった場合（100％徴収と仮定）の豊田市の企業債残高対給水収益比率・・・140.4（％）程度と想定。（R１年度 152.8％）
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(千円)

企業債負担の重さを測る1人あたり企業債残高は、令和2年度は27,889円（偏差値54.3）でした

（参考） ⑥-2. 1人あたり企業債残高

1人あたり企業債残高（円）=企業債現在高合計÷現在給水人口
【指標の意味】現在給水人口1人あたりの企業債残高を示す指標である

税抜

25

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値 -

27,889円で比

較対象団体よ
り低い

目標値

（例1）適切な

管路更新率等
を保つための
許容値を設定
する
（例2）返済の

関係から一定
の目標値を設
定する



88.2% 95.5% 96.6%

101.6%106.2%108.4%109.1%113.7%116.5%
105.9%

91.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

豊
田
市

岡
崎
市

前
橋
市

富
山
市

高
崎
市

豊
橋
市

姫
路
市

い
わ
き
市

倉
敷
市

比
較
団
体
平
均

参
考
団
体
平
均

収益性を測る料金回収率は、令和2年度は88.2%（偏差値39.8）でした

④ 料金回収率（再掲）

料金回収率（%）=供給単価÷給水原価×100
【指標の意味】給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準等

を評価することが可能である

26

分析基準値 当該値 R2豊田市

適正値 100%以上

88.2%で
100%を下
回っている

目標値

（例）適正値と
同様。ただし、
供給単価・給
水原価の推移
の定期的な把
握と要因分析
は必要（後述）。

※仮に減免を実施しなかった場合（100％徴収と仮定）の豊田市の料金回収率・・・96.01（％）程度と想定。いずれにしても100％を下回っている。（R１年度 95.8％）



経常収支比率*1 及び料金回収率（県内団体比較）

令和3年度 第1回愛知県広域水道懇談会 説明資料より抜粋

県内団体のうち、料金回収率が100％を下回っているのは愛西市、あま市、南知多市、
豊田市、新城市の５団体です

R2、3年度料金改定実施団体
27

*1 経常収支比率 ： 経常収益（給水収益、繰入金等）で経常費用（維持管理費、支払利息等）をどの程度賄えているかを表す指標
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供給単価
(円)

供給単価（円）=給水収益÷有収水量
給水原価（円）=｛営業費用+（営業外費用-受託工事費-材料及び不用品売却原価-附帯事業費）

-長期前受金戻入｝÷有収水量

税抜
税抜

（参考） 供給単価・給水原価

28
※仮に減免を実施しなかった場合（100％徴収と仮定）の豊田市の供給・・・183.7（％）程度と想定。
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税抜
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「財務分析報告」まとめ

 収益性の項目は類似団体より低水準であることから、低い収益体質であるといえる
【主な要因】 収益に対して原価が高く、そのうち減価償却費が高いため

 給水収益に対し費用が不足する部分を補填すべく、基準外繰入が多い
【主な要因】 簡易水道事業を水道事業へ経営統合したことなどによる影響

 老朽化対策として順次更新が行われているが、市域が広いため更新対象となる
資産が多い

豊田市の財務状況の特徴

30



（参考） 水道料金など主な公共料金の動向

①公共料金の物価指数推移

31

主な公共料金（水道料金除く）は、景気変動等に合わせて物価指数が変動しています
水道料金の指数は2000年（H12）頃から緩やかに上昇するも、あまり変動していません
水道料金の支払額は他の公共料金と比較し、低い金額水準で推移しています

出典：総務省「消費者物価指数」より作成

(円)

②公共料金の支払額推移

参考：すいどうの楽学 中級編（著／熊谷和哉、日本水道新聞社）



② 水道料金調査

32



料金 使用水量 料金単価
（円） （m3） （円/1m3）

13mm 790 1~20 81
20mm 890 21~40 161
25mm 2,380 41~60 241
30mm 4,150 61~ 311

40mm 8,210
1~40

(30mm以上の場合)
161

50mm 12,200
41~60

(30mm以上の場合)
241

75mm 30,400
61~

(30mm以上の場合)
311

100mm 61,010
125mm -
150mm 177,180
200mm -
250mm -
300mm -

基本料金（円/月） 従量料金単価(円/㎥）

口径

豊田市の現在の料金体系

・従量料金の逓増度※

（最低従量料金）

・口径別の従量料金

基本料金と従量料金の収入割合

水量区画

用途別料金の検討
※豊田市は現在設定なし

現在の料金体系のポイント
• 口径別料金制度を採用
• 従量料金単価は逓増型で、
水量が多くなるほど単価が高くなる

• 基本水量の設定はない

(税抜)

基本料金

基本水量
※現在設定なし

33

基本料金 ： 使用水量とは関係なく、給水準備のために必要な原価
従量料金 ： 使用水量に対応して必要とされる原価

※逓増度：最低従量料金÷最高従量料金
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円（税抜）

１か月あたり家庭用水道料金（県内団体比較）

１か月あたり20㎥（口径20mm）使用した場合の水道料金を比較すると
県内43団体のうち19番目に位置しています

令和２年度末時点

34



1,751

2,510

2,894

4,730

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

一
宮
市

倉
敷
市

枚
方
市

福
井
市

川
越
市

富
山
市

函
館
市

高
槻
市

前
橋
市

豊
中
市

高
崎
市

豊
橋
市

明
石
市

尼
崎
市

東
大
阪
市

寝
屋
川
市

横
須
賀
市

金
沢
市

岐
阜
市

豊
田
市

福
山
市

大
津
市

八
尾
市

高
知
市

松
山
市

越
谷
市

吹
田
市

八
王
子
市

和
歌
山
市

西
宮
市

姫
路
市

久
留
米
市

旭
川
市

那
覇
市

柏
市

岡
崎
市

鹿
児
島
市

中
核
市
平
均

船
橋
市

宇
都
宮
市

青
森
市

大
分
市

水
戸
市

甲
府
市

宮
崎
市

秋
田
市

奈
良
市

盛
岡
市

川
口
市

下
関
市

鳥
取
市

松
本
市

高
松
市

長
野
市

呉
市

佐
世
保
市

松
江
市

山
形
市

長
崎
市

い
わ
き
市

八
戸
市

福
島
市

郡
山
市

円（税抜）

１か月あたり家庭用水道料金（中核市比較）

１か月あたり20㎥（口径20mm）使用した場合の水道料金を比較すると
中核市62団体のうち20番目に位置しています

令和２年度末時点
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「水道料金調査」まとめ

水道料金調査結果

１か月あたり20㎥（口径20mm）使用した場合の水道料金比較

豊田市は・・・

県内43団体のうち19番目（対県内団体平均 93.6％）

中核市62団体のうち20番目（対中核市平均 86.7％）

他団体と比較した場合、平均的な料金設定となっている

36



③ 水量データ分析
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市内における令和2年度の世帯数は平成19年度比119.1%で増加している一方で、
人口の増加は平成19年度比104.3%に留まっており、世帯人員が減少しています。

コメント

• 平成19年度において404,804人であった市内の人口は令和2年度に422,225人となり、平成19年度比104.3%の増加に留まっています
• 平成19年度において152,995戸であった市内の世帯数は令和2年度に182,282戸となり(119.1%)、日本全体の増加率113.7%を上回っています
• 市内における世帯人員は全国の水準を上回っているものの2.65から2.32へ低下しています
※数値は調査時最新の令和3年1月1日調査まで

出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」をトーマツにて加工

豊田市 全国

(単位：人)

(単位：人)

(単位：戸)

(単位：人)

(単位：人)

(単位：戸)

人口及び世帯数の推移

人口と比較し、
世帯数の増加率が増加している

人口と比較し、
世帯数の増加率が増加している

世帯人員は減少している



39

市内の世帯数の増加に伴い給水戸数は年々増加している傾向にあります。
一方で給水戸数当たりの水量が減少しており、15年前から使用水量は減少しています。

コメント

• 平成19年4月から令和4年3月の検針データより、定期検針かつ開閉区分が開栓となっているデータを使用（使用水量は更正後使用水量を使用）
• 令和3年度における使用水量の82.2％を家庭用が占めています
• 家庭用について、令和3年度の給水戸数は平成19年度比112.9%に増加している一方で、使用水量は98.5%と減少しています
• 家庭用以外について、令和3年度の給水戸数は平成19年度比117.6%に増加している一方で、使用水量は74.2%と減少しています
• 新型コロナウイルスの流行の影響により、令和2年度において家庭用で使用水量が上昇、家庭用以外においては減少しています

家庭用 家庭用以外

(単位：㎥) (単位：㎥)
(単位：戸)

(単位：戸)

合算数値 平成19年度 令和3年度 増減 増減率

使用水量 48,094,252 44,766,640 -3,327,612 93.1%

給水戸数 160,608 181,723 21,115 113.1%

使用水量及び給水戸数の推移

給水戸数は増加

使用水量は減少
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給水戸数の増加を受け基本料金は増加傾向にある一方で、家庭用・家庭用以外の双方で
従量料金が低下し、全体としての料金収入は低下しています。

コメント

• 検針データより得られた水量及び給水戸数から、令和2年度の基本料金減免を行わなかった場合の従量料金・基本料金を算出
• 従量料金について、家庭用が平成19年度比で91.5%、家庭用以外が71.9%と減少しています
※逓増型の料金体系のため、一戸あたり水量の減少により使用水量の減少以上に従量料金が減少
• 基本料金について、家庭用が平成19年度比で112.2%、家庭用以外が112.5%と増加しています

家庭用 家庭用以外

税抜
(単位：円)

税抜
(単位：円)

合算数値 平成19年度 令和3年度 増減 増減率

従量料金 7,415,476,182 6,203,235,690 -1,212,240,492 83.7%

基本料金 1,902,380,100 2,136,180,520 233,800,420 112.3%

（参考） 基本料金及び従量料金の推移（概算） ※基本料金減免前の数値を使用しています。
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15年前と比較すると、給水戸数の増加は20mm以下の口径区分で大きく、
特に使用水量の少ない世帯（2か月あたり使用水量60㎥以下）で、大きく増加しています。

コメント

• 口径別では20mm以下の区分で大きく増加しています
• 一方、20mm以下の口径区分であっても2か月あたり61㎥以上は減少傾向にあり、使用水量の少ない区分で給水戸数が増加しています

平成19年度
給水戸数との差

令和3年度
給水戸数

(単位：戸)

(単位：戸)

給水戸数傾向分析

増加 減少
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使用水量の多くを占めているのは20mm口径以下となっており、 15年前と比較すると、
使用水量の少ない世帯（2か月あたり使用水量60㎥以下）が増えている傾向にあります。

コメント

• 令和3年度において、20mm口径以下が全体の使用水量の80.5%を占めています
• 2か月あたりで61㎥以上利用する世帯が減少、次ページの従量料金減少の要因となっています

平成19年度
使用水量との差

令和3年度
使用水量

(単位：㎥)

(単位：㎥)

水量傾向分析

増加

減少
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15年前と比較すると、単位当たり料金の高い区分（2か月あたり使用水量61㎥以上）が
減少している影響で、従量料金が押し下げられています。

コメント

• 20mm口径以下かつ2か月あたり使用水量61㎥以上の区分/その他の口径の121㎥以上の区分において従量料金が低下しており、
結果として令和3年度における従量料金が平成19年度における従量料金を下回っています

令和3年度
従量料金

平成19年度
従量料金との差

税抜
(単位：円)

税抜
(単位：円)

料金（従量）傾向分析

減少

１５年前と比較し、約１２億円の減少



水量データ分析結果

「水量データ分析」まとめ

給水戸数は増加しているが、人口や世帯人員は減少傾向にある

小口径使用者の増加及び大口径使用者の減少により、使用水量や料金収入の
減少が顕著である

上記の人口動態や社会情勢を勘案すると、現在の料金体系では給水収益の大
幅な増加は見込めない

水道料金などの適正なあり方の検討の必要性
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（３）経費削減に向けた取組
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○水道事業の再編
• 市町村合併により、簡易水道事業等17事業が加わり、平成22、29年度

の経営統合を経て、再編してきた。

• 特に、市町村合併以後は、旧簡易水道の統廃合事業などで、浄水場を
11施設廃止し、一市一水道の強みを生かし、旧行政界を超えて効率化
を進めている。

• 現在は、藤岡再編事業に着手している。

◆藤岡再編事業
• （仮）新石飛送水ポンプ場や北一色配水場の活用により、深見台配水

場はじめ６施設の廃止が可能となる。
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○広域化の取組
• 愛知県企業庁の広域調整池（既設）に豊田市の配水管を接続することな

どで、配水池新設（約5～6億円）及び維持管理（40,000千円／年）費用
の削減が可能となる。

○経営統合等による合理化
• 水道事業の職員数は、平成17年度の143人から令和4年度は120人。簡

易水道事業の経営統合の成果では、サービス協会活用などによりサー
ビスの統一を図った一方で、組織の改編を実施しつつ、人員配置減（△4
名）による人件費の削減を実施した。

• そのほか外部への委託や発注方式の工夫により、人員の削減に努め、
結果として水道事業の人員は、合計で23人減少しているが、限られた人
材で対応している。
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○給水区域の再編
将来的な人口減少等により、料金収入の減少が見込まれるなか、水道事業の
効率化及び経営基盤の強化等を目的に現在、給水を行っていない給水区域の
見直し（旭地区全域、足助の一部と松平、猿投の山間部）を行う。


